
【第２報】

　貴協会・連盟傘下の各チーム並び関係者への周知について
宜しくお願い申しあげます。

〔平成15年8月21日付　通知〕

■　平成15年10月1日より施行する。
■　適用は、各協会・連盟等所属団体に委ねる。
■　設備・器具の対応〔平成15年9月10日付　通知〕
　　↓

※追加

■　今後、改正規則で実施する大会

〔平成15年9月11日付　通知〕

①　WJBL（9月19日開幕）
②　JBL（11月1日開幕）
③　全日本総合選手権（12月28日～平成16年1月12日）
　　↓

※追加

④　全日本クラブ選手権（3月13日～15日）
⑤　中学校・家庭婦人は平成16年4月から

■　改正前の規則で実施する大会

〔平成15年9月11日付　通知〕

①　静岡国体（10月26日～30日）
※追加 ②　ウインターカップ（12月22日～28日）

　県予選・ブロック予選の改正規則の適用は各協会に委ねます。

〔変更規則で実施する大会　030926〕

都道府県協会　理事長　殿 平成15年9月26日
各連盟・団体　理事長　殿 （財）日本バスケットボール協会

各ブロック　審判長　殿

JBL・WJBL　専務理事　殿 競　技　部

直ちにラインを消す必要はありません。新規や書き直しの際に対応してください。

規　則　部都道府県協会　審判長　殿

改正規則で実施する大会について　〔第2報〕

　フリースローサークルの破線のラインが不用となります。


